
（建設リサイクル法第１２条関係）

（発注者）

記

団地修繕工事（外壁）

添付資料の通り

　別表（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの）

□ 別表１（建築物に係る解体工事）

■ 別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替））

□ 別表３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））

１　工事名

２　説明内容

月

住　所 釧路市黒金町７丁目５番地

株式会社釧路市役所建設

日年（令和

氏　名 代表取締役　釧路　太郎

4

印

説　　　明　　　書

様釧　路　市　長

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第１項の規定により、対象建設

工事について下記のとおり説明します。

2020 2 年）

３　添付資料

1

契約日までに説明のため、契約日以前の日付

発注者名を選択

契約書と同様にする

代表取

締役印

該当するものを塗りつぶし

※該当書類を添付してください

記載例



別表１

２５０．０トン

建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等
建築物の構造

□木造　□鉄骨鉄筋コンクリート造　■鉄筋コンクリート造
□鉄骨造　□コンクリートブロック造　□その他（　　　　　　　　）

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工程 作業内容 分別解体等の方法
①建築設備・内装材等 建築設備･内装材等の取り外し

■有　□無
■　手作業

□　手作業・機械作業の併用

併用の場合の理由（　　　　　）

②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し
■有　□無

■　手作業

□　手作業・機械作業の併用

併用の場合の理由（　　　　　）

その他の場合の理由（　　　　　　　　　　          　　）

③外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取り壊し □　手作業

■有　□無 ■　手作業・機械作業の併用

④基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取り壊し
■有　□無

□　手作業

■　手作業・機械作業の併用

１００．０トン

⑤その他
（　　　　　）

その他の取り壊し
□有　■無

□　手作業

■　手作業・機械作業の併用

■①　□②　■③　■④
□⑤

工事の工程の概要（順序）
■上の工程における①→②→③→④の順序
□その他（　　　　　　　          　　　　　　　　　　）

５０．０トン
■①　■②　■③　□④
□⑤

建築物に用いられた建設資材の量の見込み

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごとの
量の見込み及びその発生が見込ま
れる建築物の部分

種類 量の見込み 発生が見込まれる部分（注）
■コンクリート塊

(団地修繕工事（外壁）)

（注）　①建築設備・内装材等　②屋根ふき材　③外装材・上部構造部分　④基礎・基礎ぐい　⑤その他

備考

工事着手の時期 ２０２０年（令和２年）６月１日

■ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
５０．０トン

□①　■②　□③　■④
□⑤

■建設発生木材

解体をする建築物の構造を

塗りつぶし又はチェック

実際に着手する日付を記載

「有」「無」のいずれかを

塗りつぶし又はチェック

該当するものを

塗りつぶし又はチェック

いずれかを

塗りつぶし又はチェック

特定建設資材廃棄物の発生量の見込み及び

発生が見込まれる部分を塗りつぶし又はチェック

全ての建設資材の発生量の見込みを記載

記載例



別表２

□その他（    　　        　　　　　　　　　　　　　　　）
その他の場合の理由（　　　          　　　　　　　　　　）

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工事着手の時期

屋根の工事　■有　□無

建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）

分別解体等の計画等
使用する特定建設

資材の種類
■コンクリート　■コンクリート及び鉄から成る建設資材
□アスファルト・コンクリート　■木材

①造成等 造成等の工事　□有　■無

③上部構造部分・外装

⑥その他
（　　　　　）

その他の工事　□有　■無

②基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事　□有　■無

上部構造部分・外装の工事　■有　□無

④屋根

発生が見込まれる部分（注）

２．０トン

（注）　①造成等　②基礎　③上部構造部分・外装　④屋根　⑤建築設備・内装等　⑥その他

⑤建築設備・内装等 建築設備・内装等の工事　□有　■無

■コンクリート塊

備考

□⑤　□⑥

□①　□②　■③　□④
□⑤　□⑥

工事の工程の概要（順序）
（解体工事のみ）

■上の工程に⑤→④→③の順序

廃
棄
物
発
生
見
込
量

種類 量の見込み

(団地修繕工事（外壁）)

２０２０年（令和２年）６月１日

□ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
トン

特定建設資材廃棄物の種類ごとの
量の見込み並びに特定建設資材
廃棄物の発生が見込まれる建築物
の部分

■建設発生木材
２．０トン

□①　□②　□③　□④

□①　□②　□③　■④
□⑤　□⑥

使用する「特定建設資材」を

塗りつぶし又はチェック

※処分のみ行う場合は空欄

実際に着手する日付を記載

「有」「無」のいずれかを

塗りつぶし又はチェック

※解体工事の有無ではなく、工程の

中でその作業が発生する場合は有

いずれかを塗りつぶし又はチェック

※解体工事の場合のみ

特定建設資材廃棄物の発生量の見込み及び

発生が見込まれる部分を塗りつぶし又はチェック

記載例



別表３

仮設工事　■有　□無
□　手作業・機械作業の併用

土工事　■有　□無
□　手作業・機械作業の併用

基礎工事　■有　□無
□　手作業・機械作業の併用

本体構造の工事　■有　□無
□　手作業・機械作業の併用

本体付属品の工事　■有　□無
□　手作業・機械作業の併用

その他の工事　□有　■無
□　手作業・機械作業の併用

□その他（    　　        　　　　　　　　　　　　　　　）
その他の場合の理由（　　　          　　　　　　　　　　）

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

分別解体等の方法
（解体工事のみ）

③基礎 □　手作業

⑥その他
（　　　　　　　　）

①仮設

量の見込み 発生が見込まれる部分（注）

■コンクリート塊

工程 作業内容

⑤本体付属品 □　手作業

□⑤　□⑥

□①　□②　□③　■④

□建設発生木材

(団地修繕工事（外壁）)

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

分別解体等の計画等
工作物の構造

（解体工事のみ）
□鉄筋コンクリート造　□その他（　　　　　　　　　　　　）

□　手作業

②土工

■新築工事　□維持・修繕工事　□解体工事
□電気　□水道　□ガス　□下水道　□鉄道　□電話
■その他（道路改良工事）

備考

■①　□②　□③　□④
□⑤　□⑥

■ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
５．０トン

５．０トン

□①　□②　□③　□④

工作物に用いられた建設資材の量
の見込み（解体工事のみ） 　　　　　　　２０トン

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごと
の量の見込み（全工事）並びに
特定建設資材廃棄物の発生が
見込まれる工作物の部分（維持・
修繕・解体工事のみ）

使用する特定建設
資材の種類

■コンクリート　■コンクリート及び鉄から成る建設資材
□アスファルト・コンクリート　■木材

工事着手の時期 ２０２０年（令和２年）６月１日

工事の種類

種類

□　手作業

（注）　①仮設　②土工　③基礎　④本体構造　⑤本体付属品　⑥その他

□　手作業

トン

□⑤　□⑥

□　手作業

工事の工程の概要（順序）
（解体工事のみ）

■上の工程に⑤→④→③の順序

④本体構造

解体をする建築物の構造を

塗りつぶし又はチェック

※解体工事の場合のみ

実際に着手する日付を記載

いずれかを

塗りつぶし又はチェック

「有」「無」のいずれかを

塗りつぶし又はチェック

※解体工事の有無ではなく、工程の中

でその作業が発生する場合は有

いずれかを塗りつぶし又はチェック

※解体工事の場合のみ

いずれかを塗りつぶし又はチェック

※解体工事の場合のみ

全ての建設資材の発生量の見込みを記載

※解体工事の場合のみ

特定建設資材廃棄物の発生量の見込み及び

発生が見込まれる部分を塗りつぶし又はチェック

記載例

※工程ごとの作業内容および解体方法について

「① 仮設工事」とは、足場囲い、養生、桟橋工、覆工などの設置または撤去等をいう。

「② 土工」とは、路盤掘削、土砂等掘削、盛土、埋め戻し、締め固め等を行う工事をいう。

「③ 基礎工事」とは、人孔や管渠の基礎、橋脚・橋台の基礎、基礎ぐいなどの設置または撤去等をいう。

「④ 本体構造」とは、道路であれば舗装・街きょ等、橋梁であれば橋脚・橋台・桁・舗装等、河川であれば堤

防・護岸等の設置または撤去等、管渠であれば、本管の設置・撤去等をいう。

「⑤ 本体付属品」とは、防護柵、照明設備、標識などで、具体的には道路や橋梁に取り付けられた照明、擁壁

に取り付けられたガードレール、防音壁、電信柱に取り付けられた信号機、案内板、駐車場に設置されたゲート

などが考えられる。


